
令和７年度相馬市商品券配布業務委託プロポーザル（公募
型）における質問及び回答について

①【質問】仕様書１ページ 「３ 委託期間」について

「委託期間は令和８年３月 31 日までとあるが、本事業の運営費 19,874,000 円（税込）はこの

委託期間までに係る経費の上限で、令和８年４月１日～令和９年１月 31 日までの分は別事業と

して後日プロポーザル等が行われるという認識でよろしいでしょうか。」

【回答】

本事業の運営費 19,874,000 円（税込）は、令和８年４月１日～令和９年１月 31 日までの委

託期間を含むものであるため、今後別事業としてプロポーザル等は行わない予定です。

※令和８年３月議会において、当事業の繰越が承認された場合、契約期間を延長する予定であ

ります。

②【質問】仕様書２ページ 「５ 業務内容（４）商品券の配布 ア」について

「市内の世帯における人員内訳を教えていただけますでしょうか。（１人世帯〇〇件、、、６人以

上世帯〇〇件 等）」

【回答】

12 月 31 日現在、内訳は、１人世帯数が 5,724、２人世帯数が 3,845、３人世帯数が 2,166、

４人世帯数が 1,461、５人世帯数が 654、６人世帯数が 269、７人世帯数が 98、８人世帯数が

35、９人世帯数が７、10 人世帯数が３、11 人世帯数が１世帯となります。

③【質問】仕様書２ページ 「５ 業務内容（４）商品券の配布 イ」について

「市民へクーポン冊子を送付する際の送付物は案内文書とクーポン冊子現物のみでよろしいで

しょうか。あるいは他にも送付を想定した方が良い文書等があるのでしょうか」

【回答】

案内文書と商品券冊子現物のほか、取扱店舗の案内チラシなどの文書等の送付については、

事業者様よりご提案頂きたい考えです。

④【質問】仕様書２ページ 「５ 業務内容（４）商品券の配布 エ」について

「郵送の際不在の場合郵便局等で保管期間を過ぎた場合その先はどのように保管したほうがよ

ろしいでしょうか」

【回答】

仕様書に基づき紛失・流出等を防げる保管方法をご提案ください。

⑤【質問】仕様書２ページ 「５ 業務内容（５）商品券取扱店舗の募集等 イ」について

「前回商工会議所様で実施していたクーポン券事業時の参加店舗（約 170 店）のリストは受託

事業者には提供可能という認識でよろしいでしょうか。」



【回答】

提供可能です。

なお、現在（２/１２）も相馬商工会議所 HP において掲載されておりますので、ご確認いただ

けますと幸いです。

⑥【質問】仕様書２ページ 「５ 業務内容（６）商品券の換金 ア」について

「使用済のクーポン半券を店舗が事務局へ郵送する際の送料や資材等は店舗負担という認識で

問題ないでしょうか。」

【回答】

ご認識のとおりです。しかしながら、取扱店舗の負担軽減を図るため、事業者において負担す

ることなどの提案を制限するものではありません。


